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              入札公告                      

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 令和 7 年 12 月 25 日 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

  契約職取締役 永野 直樹 

 

１ 調達概要 

 (1) 業 務 名 中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和 8 年度） 

(2) 業務内容 発注説明書による。 

(3) 業務期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日 

(4) 入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札

決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10

パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

 (5) その他  本業務は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発

注するものである。 

 

２ 競争参加資格 

  競争参加資格確認申請書の提出期限において次の条件を全て満たしている者

であること 

① 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。 
② 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 
③ 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 
④  競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は競争参加資格確認申

請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実につ

いて記載をしなかった者でないこと。 
⑤  会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 
⑥  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力

団又は暴力団員と関係がないこと。 
⑦ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までが、中間貯

蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止等措置要領に基づく指名停止を

受けている期間中でないこと。 
⑧ 令和 07・08・09 年度に有効な全省庁統一資格（役務の提供等：営業品目

「調査・研究」競争参加地域：東北）において、入札日までに資格を有す

る者であること。 
⑨ 設備等に関する要件（①、②の要件を全て満たしていること。） 

① 分析試料の特異性から分析は福島県内で行うこと。 

（再委託する場合も同じとする。） 

② 計量証明事業登録を有すること。  
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３ 発注手続等 

 (1) 担当部課 

   〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル 3 号館 4 階  

中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課 梅谷 

TEL03-5765-1916  E-mail:keiyaku-1@jesconet.co.jp 

 (2) 発注説明書の入手方法 

   JESCO ホームページよりダウンロード 

   https://www.jesconet.co.jp/bid_contract/bid/index.html 

   ※当社では発注説明書の交付はしないので注意すること。 

(3) 本業務においては、入札説明会を開催しない。 

(4) 競争参加資格確認申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法 

   提出期間  令和 7 年 12 月 25 日(木)から令和 8 年 1 月 20 日(火)まで。 

        上記期間の土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13

時から 16 時まで。 

   提出場所  上記(1)に同じ。 

   提出方法  書面を PDF 化し電子メールで提出すること。（提出期限必着） 

 (5) 競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法 

   通知予定日 令和 8 年 1 月 30 日(金) 

   通知方法  電子メールで通知する。 

  (6) 入札書の提出について 

   提出期限  令和 8 年 2 月 26 日（木） 16 時 00 分 

   提出場所  上記(1)に同じ。 

      提出方法  持参又は郵送（提出期限必着） 

（1 回目のみ、2 回目以降は電子メールを送信後、原本を郵送）。 

郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。 

 (7)開札の日時及び場所 

日  時 令和 8 年 2 月 27 日（金） 14 時 30 分 

場  所 上記(1)に同じ。 

※立会方式の開札を実施しない。 

開札日当日の手順については、入札（見積）者に対する指

示書に定めるとおりとする。 

 

４ その他 

 (1) 入札保証金 免除 

 (2) 契約保証金 免除 

 (3) 入札の実施 競争参加資格者により入札を行う。 

 (4) 契約者の決定方法 

①JESCO 契約細則第 9 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落

札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適

合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著し

く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ

て入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすること

がある。 



- 3 -

②「契約細則第１７条第３項に関する基準及び事務手続きについて（低入札

の基準）」の規程により競争入札において、予定価格が１０００万円を超え

る工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサル

タント業務、製造その他の請負契約（物品の売買、賃貸等の契約を除く）に

おいて、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札

価格が第２条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第６条に基づき低入札

価格調査を行うものとする。 

③調査基準価格を下回った場合の措置 

 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契

約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者とな

るべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定

をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。 

④調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、以下の内容

を反映すること。 

監督強化の一環として、低入札調査時の確認事項と業務実績の整合性

等を確認するために実施する「中間検査」を受けること。 

 (5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参

加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条

件に違反した入札は無効とする。 

 (6) 契約書作成の要否  要（本件は電子契約を推奨する。） 

 (7) 詳細は発注説明書による。 



中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和 8 年度） 

 

 

 

 

（配布資料） 

 
 

１．「発注説明書」（別紙を含む） ７頁 

 
２．「現場説明書」 １頁 

 
３．「入札（見積）者に対する指示書」（別紙を含む） ２０頁 

 
４．「業務等委託契約書（案）」 １１頁 

 
５．「特記仕様書」（表紙を含む） ６頁 

 
６．「共通仕様書」（表紙を含む） １７頁 

 
７．「競争参加資格確認申請書」 １頁 

 
 

 
                    

 

 

 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
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発 注 説 明 書 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が発注する中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和

8 年度）に係る入札公告に基づく一般競争入札手続等については、中間貯蔵・環境安全

事業株式会社契約規程等関係規定等に定めるもののほか、この発注説明書によるものと

する。 

 

１ 公 告 日   令和 7 年 12 月 25 日 

 

２ 契 約 職   中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 永野 直樹 

 

３ 調達概要 

（１）業  務  名 中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和 8 年度） 

（２）仕 様 等        特記仕様書及び共通仕様書による 

（３）業 務 期 間       令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日 

（４）入 札 方 法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決

定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセン

トに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格

とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

（５）そ の 他 本業務は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注

するものである。 

 

４ 競争参加資格 

競争参加資格確認申請書の提出期限（令和 8 年 1 月 20 日）において次の条件を全て満

たしている者であること。 

① 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。 

② 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

③ 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 

④ 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は競争参加資格確認申請用デー

タ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなか

った者でないこと。 

⑤ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団又は暴

力団員と関係がないこと。 

⑦ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までが、中間貯蔵・環境

安全事業株式会社から、指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中
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でないこと。 

⑧ 令和 07・08・09 年度に有効な全省庁統一資格（役務の提供等：営業品目「調査・

研究」競争参加地域：東北）において、入札日までに資格を有する者であること。 
⑨設備等に関する要件（①、②の要件を全て満たしていること。） 

① 分析試料の特異性から分析は福島県内で行うこと。 

（再委託する場合も同じとする。） 

② 計量証明事業登録を有すること。 

 

５ 担当部課 

  〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル３号館４階 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課 担当：梅谷 

TEL：  03-5765-1916 

E-mail:keiyaku-1@jesconet.co.jp 

 

６ 競争参加資格確認申請書の確認等 

（１）本入札の参加希望者は、４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、

次に従い、競争参加資格確認申請書を提出し、契約職から競争参加資格の有無につ

いて確認を受けなければならない。 

なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がな

いと認められた者は、本入札に参加することができない。 

（２）競争参加資格確認申請書の提出 

  ① 提出期間：令和 7 年 12 月 25 日(木)から令和 8 年 1 月 20 日(火)まで。 

ただし、土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時。 

  ② 提出場所：５に同じ。 

③ 提出方法： 書面を PDF 化し電子メールで提出すること。（提出期限必着） 

（３）競争参加資格確認申請書 

  競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成すること。 

（４）競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法 

  通知予定日 令和 8 年 1 月 30 日(金) 

  通知方法  電子メールで通知する。 

（５）その他 

  ① 競争参加資格確認申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。 

  ② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無

断で使用しない。 

  ③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。 

  ④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出（部分的な再提出を含

む。以下同じ。）は認めない。 

  ⑤ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は５に同じ。 

 

７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 
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（１）競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認

めた理由について、次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができ

る。 

① 提出期限：令和 8 年 2 月 3 日(火) 12 時まで。 

② 提出場所：５に同じ。 

③ 提出方法：書面は、押印後のものを PDF に変換して電子メールにより提出する

こと。（提出期限必着） 

         ※原本は後日提出すること。 

（２）契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和 8 年 2 月 10 日（火）

までに書面により回答する。 

 

８ 発注説明書に対する質問及び回答 

（１）本業務の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容について質問がある場

合は、次に従い、書面（別添「質問･回答書」）により提出すること。  

①提出期間：[競争参加資格に関するもの] 

令和 7 年 12 月 25 日（木）から令和 8 年 1 月 8 日（木）16：00 まで。 

[発注内容に関するもの] 

令和 8 年 1 月 30 日（金）から令和 8 年 2 月 5 日（木）16:00 まで。 

②提出場所：５に同じ。                      

③提出方法：書面は PDF に変換して電子メールにより提出すること。（提出期限

必着） 

（２）（１）の質問に対する回答は、次のとおりとする。 

[競争参加資格に関するもの] 

閲覧期間 令和 8 年 1 月 16 日（金）から令和 8 年 1 月 20 日（火） 

回答方法 閲覧により回答する。（希望者には電子メール送信） 

回答場所 ５に同じ。 

[発注内容に関するもの] 

回 答 日 令和 8 年 2 月 18 日（水） 

回答方法 電子メールにより回答する。 

※競争参加資格を認められた者に対して回答。 

 

９ 入札書の提出について 

（１）提出期限 令和 8 年 2 月 26 日（木） 16 時 00 分 

（２）提出場所 ５に同じ。 

（３）提出方法 持参又は郵送（提出期限必着） 

郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。 

（４）そ の 他 入札書の日付は、入札日（入札書提出期限）までの日付を記入するこ

と。開札の結果、落札者がないときは、再度入札を行う。 

10 開札の立ち会い等について 

立会方式の開札を実施しない。 
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※開札日当日の手順については、入札（見積）者に対する指示書に定めるとおりと

する。 

 

11 開札の日時及び場所等 

（１）日時 令和 8 年 2 月 27 日（金）14 時 30 分 

（２）場所 上記５に同じ。 

 

12 入札方法等 

（１）入札書は、持参または郵送すること。（1 回目のみ、2 回目以降は電子メールを送

信後、原本を郵送）。 

（２）入札金額については、業務１式あたりの金額を記載すること。 

（３）入札において予定価格を下回る入札者がいない場合は、最低価格入札者と見積合

せを行う。 

 

13  入札保証金  免除 

 

14  契約保証金  免除 

 

15  入札金額内訳書の提示 

（１）第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の

提示を求める。 

（２）内訳書の様式は自由であるが、記載内容は規格、数量、単価、金額等を明らかに

すること。 

 

16  入札の無効 

入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、競争参加資格確認申請書に虚

偽の記載をした者の行った入札並びに別添「入札（見積）者に対する指示書」において

示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を契

約者としていた場合には契約決定を取り消す。 

なお、契約職により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札執行の時に

おいて指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けているもの、その他４に掲げる資格

のないものは、競争参加資格のないものに該当する。 

 

 

17  落札者の決定方法 

（１）中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第９条の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適
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当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他

の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

（２）「契約細則第１７条第３項に関する基準及び事務手続きについて（低入札の基準）」

の規程により競争入札において、予定価格が１０００万円を超える工事、測量業務、

建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の

請負契約（物品の売買、賃貸等の契約を除く）において、調査基準価格を設定した

案件について、落札者となるべき者の入札価格が第２条に基づく調査基準価格を下

回る場合は、第６条に基づき低入札価格調査を行うものとする。 

（３）調査基準価格を下回った場合の措置 

  調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容

が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事

情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間

に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。 

（４）調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、以下の内容を反映するこ

と。 

監督強化の一環として、低入札調査時の確認事項と業務実績の整合性等を確認する

ために実施する「中間検査」を受けること。 

 

※ 低入札の基準については下記 URL から確認できます。 

 https://www.jesconet.co.jp/content/000004034.pdf 

（５）国と当社との委託契約に基づき、当該契約を締結するため、契約締結日は国の

令和 8 年度予算（暫定予算を含む。）が成立した日以降とする。 

また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの

契約とする場合がある。 

（６） 帰還困難区域に入域及び作業をする車両については、原子力災害対策特別措置

法第 26 条第 2 項に基づき一時立入りに関する事前申請を行う必要があることか

ら、当該業務の契約予定者は、契約者決定後に当社から提供する所定の書式に必

要な情報を記載の上、令和 8 年 3 月 5 日（木）正午までに電子データにて提出す

ること。なお、書式に記載する情報は下記のとおり。 

・全現場作業者所属会社名 

・作業者氏名（運転免許証記載字体） 

・運転するか否かの区分 

・連絡先（携帯電話等） 

・立入期間及び立入場所（町名） 

・車両（メーカー・車名・色・ナンバー） 

・スクリーニング場所（詳細は業務担当と要相談） 

・通過ゲート及び通過時刻 

・契約業務名 

   提出された情報については、帰還困難区域一時立入申請にのみ使用するものと

する。 
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（７） 業務を行うにあたり、現場での作業に従事する者（以下、「現場作業員」とい

う。）に身分証明書を発行する必要があることから、当該業務の契約予定者は、

令和 8 年 3 月 5 日（木）正午までに下記３点を電子データにて提出すること。 

   ①顔写真入り公的身分証明書の写し（運転免許証を想定。裏面備考欄に記載が

ある場合は裏面の写しも必要）：PDF 形式の画像ファイル 

   ②顔写真：JPEG 形式の画像ファイル 

   ③名簿：当社から提供する所定のファイルに必要な情報を記載したもの 

提出されたデータについては、身分証明書の発行にのみ使用するものとする。 

期日までに全現場作業員のデータを準備できない場合は、契約日から業務にあ

たる現場作業員分について先に提出し、未定の現場作業員分は追加提出として

対応すること。 

 ※上記(６)及び(７)の提出が間に合わない場合は、(６)を優先させること。 

（８）現場作業員には契約日から現場作業に従事できるよう下記の教育から検診等を

予め行っておくこと。 

・入所時安全教育（JESCO 社員が実施） 

・帰還困難区域一時立ち入り申請 

・業務開始前一般検診・電離検診受診 

・除染等業務特別教育または特定線量下業務特別教育等 

 

18  契約書作成の要否等  要（本件は電子契約を推奨する。） 

 

19  支払条件  月払い 

 

20  別添 

 （１）現場説明書 

 （２）入札（見積）者に対する指示書（質問･回答書を含む） 

 （３）業務等委託契約書（案） 

 （４）特記仕様書 

（５）共通仕様書 

 （６）競争参加資格確認申請書  



 

「発注手続日程（予定）」                     別紙 

中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和 8 年度） 

   

 開      札  2月27日(金) 14:30 

※期間については、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10～12 時及び 13～16 時。 

※質問がある場合は、提出期限までに質問書を電子メールで送信すること。 

 入札公告（ＨＰ）  12月25日(木) 

     

 

  

競争参加資格等に関する 

質問書の提出期間  

 12月25日(木) 

 ～1月8日(木) 

   

    

  同質問書に対する回答期間 

  1月16日(金) 

   ～1月20日(火) 

閲覧による※希望者にはメール送信 

    

 
競争参加資格申請書の提出期間 

 12月25日(木) 

～1月20日(火) 

   

 
競争参加資格の確認結果の通知 

 1月30日(金) 

電子メールによる 

   

 
発注内容等に関する質問書の提出期間 

  1月30日(金) 

～2月5日(木) 

    

 
同質問書に対する回答日 

  2月18日(水) 

電子メールによる 

    

  資格がないと認めた理由

の説明要求期限 

 
2月3日(火) 

     

  同質問に対する回答日  2月10日(火) 

     

 入札書提出期限  2月26日(木) 16:00 

   

 契      約  3月5日予定（契約日4月1日） 

   

 入札結果公表（ＨＰ）   
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現 場 説 明 書 

 

 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

 

 

 

 

業 務 名  中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和 8 年度） 

 

契約期間  令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

 上記業務につき下記のとおり説明する。この説明は、契約仕様書等と同様の効力を有する

ものとする。   

 

１．入札（見積）は「入札（見積）者に対する指示書」の定めるところに従って行なう。 

         

２．質問回答は、別紙「質問・回答書」により行うものとする。 

 

【競争参加資格に関するもの】 

（１）質問書提出期間 

令和 7 年 12 月 25 日（木）から令和 8 年 1 月 8 日（木）16：00 まで。 

上記期間の毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時まで。以下同じ。 

（２）提出方法 書面は PDF に変換して電子メールにより提出すること。（提出期限必着） 

（３）質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課 

                TEL:03-5765-1916  E-mail:keiyaku-1@jesconet.co.jp 

（４）質問書に対する回答閲覧期間 

令和 8 年 1 月 16 日（金）から令和 8 年 1 月 20 日（火） 

（５）回答閲覧場所 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

※希望者には電子メール送信 

【発注内容に関するもの】 

（１）質問書提出期間 

  令和 8 年 1 月 30 日（金）から令和 8 年 2 月 5 日（木）16：00 まで。   

（２）提出方法 書面は PDF に変換して電子メールにより提出すること。 

（３）質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課 

TEL:03-5765-1916  E-mail:keiyaku-1@jesconet.co.jp 

（４）質問書に対する回答日 

 令和 8 年 2 月 18 日（水） 

（５）回答方法 電子メールにより回答。 



















中間貯蔵に係る浸出⽔等分析業務（令和8年度） 単価内訳 （様式第３号別表）
本業務は、浸出⽔・環境⽔等の採⽔及び試料引取･⽔質分析の単価契約を⾏うものである。
※1 単価には諸経費を含むものとする。
※2 数量（回数）は、あくまで業務期間中の参考数値とする。
※3 試料採⽔・試料引取単価には必要により、帰還困難区域内⽴ち⼊りを考慮した費⽤等を含むものとする。　(従事者教育、特殊勤務⼿当等)
※4 全ての項⽬について、単価を記載すること。

(a) (b) (c)=(a)×(b)

１．採⽔･引取単価（税抜） 回数 単価 計 備考

（１）試料引取（予め採⽔された試料をJESCO分析施設にて引取を⾏う） 34
（２）試料採⽔A（受託者が採⽔も⾏う）採⽔作業が１⽇で完了する場合 5
（３）試料採⽔B（受託者が採⽔も⾏う）事前準備等のため、採⽔作業が２⽇がかりになる場合 12
（４）⼟壌溶出量試験の前処理 1
（５）⼟壌含有量試験の前処理 1
（６）放射能分析⽤溶出液作成 1

⼩計 (d)

２．⽔質分析単価（税抜） (a) (b) (c)=(a)×(b) (a) (b) (c)=(a)×(b)
数
量 単価 計 備考 数

量 単価 計 備考

１）pH 222 39）シアン化合物 70
２）電気伝導率（EC） 164 40）有機リン化合物 12
３）BOD 198 41）鉛及びその化合物 211
４）溶解性BOD 152 42）六価クロム化合物 70
５）ATU-BOD 1 43）ヒ素及びその化合物 229
６）溶解性ATU-BOD 1 44）⽔銀化合物 211
７）COD(Mn) 189 45）ｱﾙｷﾙ⽔銀化合物 70
８）溶解性COD(Mn) 152 46）ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 70
９）SS 222 47）第⼀種特定有害物質 70 ※の12項⽬⼀括

10）n-Hex(鉱油、動植物油) 24 48）ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

11）フェノール類 12 49）ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

12）銅 12 50）ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1 ※

13）亜鉛 12 51）四塩化炭素 1 ※

14）T-Fe 164 52）1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 ※

15）溶解性鉄 176 53）クロロエチレン 1 ※

16）T-Mn 152 54）1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

17）溶解性マンガン 176 55）1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

18）クロム 12 56）ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 21

19）⼤腸菌数 9
MF(メンブランフィル
ター)法
(JIS K 0102-5)

57）1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 ※

20）⼤腸菌数 12
混釈平板法
(S37厚⽣省・建設
省令第1号)

58）1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 ※

21）窒素 152 総和法 59）1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 1 ※

22）燐 152 60）ベンゼン 1 ※

23）DO 9 61）チウラム 70
24）TOC 186 62）シマジン 70
25）DOC 152 63）チオベンカルブ 70
26）⽔温 1 64）ｾﾚﾝ及びその化合物 207
27）D-TN 1 65）ﾎｳ素及びその化合物 21
28）NH4

+-N 152 66）ﾌｯ素及びその化合物 21

29）NO2
--N 161 67）ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合

物及び硝酸化合物 12

30）NO3
--N 161 68）1･4-ジオキサン 70

31）カリウム 152 69）塩素イオン 166
32）ナトリウム 152 70）炭酸⽔素イオン 154
33）マグネシウム 152 71）酸化還元電位 1
34）カルシウム 152 72）硫化物イオン 1
35）SO4 176 73）ダイオキシン類 44
36）安定Cs 1 74）炭酸イオン 154
37）濁度 152 75）放射性Cs（⽔検体） 1
38）ｶﾄﾞﾐｳﾑ化合物 229 76）溶解性放射性Cs 1

77）放射性Cs（除去⼟壌等） 1
⼩計  (e)

合計(f)=(d)+(e)

分析項⽬ 分析項⽬



















                                                          
 

 
 

 
 
 

  
                                         
 
 

 
 
 

                                              
                                                                     
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





別紙 

開札手順 

 

■入札書提出期限まで  

入札参加者 JESCO 

開札日当日の待機者の連絡先を提出（メール） 

（電話番号、メールアドレス） 

 

 

 

■開札日当日 

開札（1回目） 

入札参加者 JESCO 

 

開札時間 
※待機すること。（開札～結果

通知まで） 

1 回目開札結果のメールを送信 

1 回目不落の場合は再度入札の時間を

メールで送信する 

 

再度の入札を行う場合（2回目以降開札） 

入札参加者 JESCO 

開札 10 分前 2 回目以降の入札書又は辞退

書（押印済み PDF）のメールを

送信 ※待機すること 

 

2 回目以降開札

時間 

※待機すること(開札～結果

通知まで) 

2 回目以降の開札結果をメールで送信 

 

 

 注 1：：落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調

査を行うので、別途連絡する。  

 注 2：辞退する場合は、期限までに辞退する旨のメールを送信すること（その場合は辞

退書を添付）。 

 注 3：PDF で送信した入札書及び辞退書の原本は、後日郵送すること。 

注 4：メール送付先 E-mail: keiyaku-1@jesconet.co.jp 
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業 務 等 委 託 契 約 書（案） 

 

 

 

   １  委託業務の名称   中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和8年度） 

 

        

  ２  履 行 期 間             令和８年４月１日から  

 

                           令和９年３月３１日まで 

 

 

   ３  業 務 委 託 料             ￥  別紙単価表のとおり 

 

      

   ４ 支 払 方 法   月払い 

 

 

   ５  契 約 保 証 金             免 除  

 

 

 

 

上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項に

よって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

                                                      令和８年４月１日 

 

 

 

 

               発注者  住 所 東京都港区芝一丁目７番１７号 

氏 名  中間貯蔵・環境安全事業株式会社         

    契約職取締役   永野 直樹    印 

 

 

受注者   住 所   

氏 名   

                                         印 
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（総則） 

第１条  発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書、入札説明書及び入札

説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書

及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２  受注者は、頭書記載の業務（以下「業務」という。）を頭書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）

 内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 

３  発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務管理者に

対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務管理者は、当該指示に従い業務を

行わなければならない。 

４  受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注

者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものと

する。 

５  受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７  この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８  この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合 

を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

９  この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法 

 （明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

10  この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11  この契約に係る訴訟の提起又は調停（第３８条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任され

る調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判

所とする。 

 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条  この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下「指

示等」 という。）は、書面により行わなければならない。 

２  前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定す

る指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面

に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３  前２項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。 

４  発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面

に記録するものとする。 

 

（契約の保証） 

第３条  削除 

 

（権利義務の譲渡等） 

第４条  受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。た

だし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（著作権の譲渡等） 

第４条の２ 受注者は、成果物が著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権（著作権法第21条から第2

8条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。 

２ 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく
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自由に公表することができる。 

３ 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作

物に表示した氏名を変更することができる。 

４ 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにそ

の内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、

当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 

５ 受注者は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとにかかわら

ず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第１条第５項の規定にかかわらず

当該成果物の内容を公表することができる。 

６ 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第 10 条第１項第９号に規定

するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著作権法第 12 条の２に規定するデータベースの著

作物をいう。）について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデー

タベースを利用することができる。 

 

（一括再委託等の禁止） 

第５条  受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、

又は請け負わせてはならない。 

２  受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は

請け負わせてはならない。 

３  受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承

諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負

わせようとするときは、この限りでない。 

４  発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項

の通知を請求することができる。 

 

（調査社員） 

第６条  発注者は、調査社員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査社員を変

更したときも、同様とする。 

２  調査社員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項の

うち発注者が必要と認めて調査社員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる

権限を有する。 

  一  発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の業務管理者に対する業務に関する指示 

  二  この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答 

  三  この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務管理者との協議 

  四  業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査 

３  発注者は、２名以上の調査社員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査社員の

有する権限の内容を、調査社員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該

委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４  第２項の規定に基づく調査社員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５  この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査社員を経由して行うものとす 

 る。この場合においては、調査社員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

 

（業務管理者） 

第７条  受注者は、業務の技術上の管理を行う業務管理者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通

知しなければならない。業務管理者を変更したときも、同様とする。 

２  業務管理者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間
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の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項

の請求、同条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一

切の権限を行使することができる。 

３  受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務管理者に委任せず自ら行使し

ようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

 

（業務管理者等に対する措置請求） 

第８条  発注者は、業務管理者又は受注者の使用人若しくは第５条第３項の規定により受注者から業務を委

任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２  受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請

求を受けた日から１０日以内に発注者に通知しなければならない。 

３  受注者は、調査社員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その

理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

４  発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請

求を受けた日から１０日以内に受注者に通知しなければならない。 

 

（貸与品等） 

第９条  発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等（以下「貸

与品等」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めると

ころによる。 

２  受注者は、貸与品等の引き渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用

書を提出しなければならない。 

３  受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４  受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与 

 品等を発注者に返還しなければならない。 

５  受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、 

 発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しな

ければならない。 

 

（庁舎等の使用） 

第９条の２ 削除 

 

（物品等の調達） 

第９条の３ 削除 

 

（設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務） 

第１０条  削除 

 

（条件変更等） 

第１１条  受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨

を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 

  一  図面、仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位

  が定められている場合を除く。）。 

  二  設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

  三  設計図書の表示が明確でないこと。 
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  四  履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。 

  五  設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 

２  発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、

受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、

受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３  発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるとき

は、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後１４日以内に、その結果を受注者に通知しなければ

ならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意

見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４  前項の調査の結果により第１項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められ 

 るときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

５  前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められ

るときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。 

 

（設計図書等の変更） 

第１２条  発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関す

る指示（以下この条において「設計図書等」という。）の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変

更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業

務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（業務の中止） 

第１３条  発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一

部を一時中止させることができる。 

２  発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期

間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要と

したとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第１４条  発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注

者に請求することができる。 

２  発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（履行期間の変更方法） 

第１５条  履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から１

４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。

ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請

求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発

注者に通知することができる。 

 

（適正な履行期間の設定） 

第１６条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労

働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を

考慮しなければならない。 
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（業務委託料の変更方法等） 

第１７条  業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から

１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。

ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３  この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担す

る必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（一般的損害） 

第１８条  業務を行うにつき生じた損害（次条第１項、第２項に規定する損害を除く。）については、受注

者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについ

ては、発注者が負担する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第１９条  業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなけれ

ばならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 

２  前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者

の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、

発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこ

れを通知しなかったときは、この限りでない。 

３  前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は

協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

（検査） 

第２０条  受注者は、実施月の業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２  発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を

受けた日から１４日以内に設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、

当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 

３  受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに必要な措置を講じて発注者の検査を受けなけ

ればならない。 

 

（業務委託料の支払い） 

第２１条  受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 

２  発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた月の翌月末日までに業務委託料を支払

わなければならない。 

３  発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過し

た日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の

日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定

期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

 

（第三者による代理受領） 

第２２条  削除 

 

（部分払の不払に対する業務中止） 

第２３条  受注者は、発注者が第２１条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを
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請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この

場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければな

らない。 

２  発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるとき

は履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第２４条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契

約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完

を請求することができる。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した

方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完

がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をし

た目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みが

ないことが明らかであるとき。 

４ 受注者が負うべき責任は、第２０条第２項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではな

い。 

 

（発注者の任意解除権） 

第２５条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第２７条の規定によるほか、必要があるときは、

この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その

損害を賠償しなければならない。 

 

（発注者の催告による解除権） 

第２６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告を

し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に

おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認め

られるとき。 

三 業務管理者を配置しなかったとき。 

四 正当な理由なく、第２４条第１項の履行の追完がなされないとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第２７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することがで

きる。 

一 第４条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 
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二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明

確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約

をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をし

た目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に

規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料

債権を譲渡したとき。 

八 第２９条又は第３０条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

九 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。）

が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支

店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力

団員であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有 していると認められるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りな

がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場

合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれ

に従わなかったとき。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２８条 第２６条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（受注者の催告による解除権） 

第２９条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その

期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における

債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 

（受注者の催告によらない解除権） 

第３０条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

一 第１２条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。 

二 第１３条の規定による業務の中止期間が履行期間の１０分の５（履行期間の１０分の５が６月を超え

るときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分

の業務が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 
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（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第３１条 第２９条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受

注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第３２条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契

約単価に予定数量を乗じた額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わな

ければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以

下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁

止法第８条第１号の規程に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の

２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以

下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法

第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受

注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、

受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対

する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に

関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとさ

れたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場

合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し

て納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反

する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取

引分野に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第4

5号）第96条の6又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した

日から支払いをする日までの日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者

に支払わなければならない。 

 

（解除の効果） 

第３３条  この契約が解除された場合には、第１条第２項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 

２  発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分を検査の上、当

該検査に合格した既履行部分に相応する業務委託料（以下「既履行部分委託料」という。）を受注者に支

払わなければならない。 

３  前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から

１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

 

（解除に伴う措置） 

第３４条  受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者

に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき

損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければ

ならない。 

２  前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第２６条、第
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２７条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第２５条、第２９条又は第３０条の規定による

ときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、

方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第３５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請

求することができる。 

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。 

三 第２６条又は第２７条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の１０分の１

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第２６条又は第２７条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 

二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって

受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。 

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 （平成１６年法律第７５号）の

規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第二号に該当する場合とみなされる

場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由に

よるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に

相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額とす

る。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第３６条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求

することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の

責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

一 第２９条又は第３０条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 第２１条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につ

き、遅延日数に応じ、年２．５パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求するこ

とができる。 

 

（契約不適合責任期間等） 

第３７条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から２年以内でなければ、契約不適合

を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条におい

て「請求等」という。）をすることができない。 

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し

て、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 
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３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第６項において「契

約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注

者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期

間の内に請求等をしたものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時

効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契

約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

６ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

７ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、

その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、

受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

８ 引き渡された成果物の契約不適合が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状によ

り生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただ

し、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったと

きは、この限りでない。 

 

（紛争の解決） 

第３８条  この契約の各条項において発注者と受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったとき

に発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じ

た場合には、発注者及び受注者は、発注者受注者双方の同意により選任した調停人のあっせん又は調停に

よりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者で協議し

て特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者のそれぞれが負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又

は手続中であっても同項の発注者と受注者の間の紛争について民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）に

基づく訴えの提起又は民事調停法（昭和２６年法律第２２２号）に基づく調停の申立てを行うことができ

る。 

 

（契約外の事項） 

第３９条  この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 
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１．業務名 

中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和８年度） 

 

２．業務期間 

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。 

 

３．業務目的及び概要 

調査社員の指示する場所において受託者が採水等を行い、指定項目の分析を実施し

て調査社員に報告する。 
 
４．業務内容 
（１）試料の採水等 

１）調査社員が都度指示する場所にて受託者が浸出水・環境水等の採水等を行う。 
２）採水の場所は、原則として福島県双葉郡大熊町及び双葉町の帰還困難区域内とす

る。除染電離則等に関する規則及びガイドライン等を遵守するために必要となる講

習・検診・被ばく管理・放射線管理等のための費用は、採水等単価に含むものとする。 

 ３）採水等の種別 

   ①試料引取 

試料引取は、予め採水された試料を中間貯蔵･環境安全事業株式会社の分析施設

（福島県双葉郡大熊町大字小入野字東大和久）等において引取るものである。 

   ②試料採水Ａ 

    試料採水Ａは、浸出水・環境水等の採水を受託者において実施するものであり、 

採水作業が１日で完了するものである。 

   ③試料採水Ｂ 

    試料採水Ｂは、浸出水・環境水等の採水を受託者において実施するものであり、 

事前準備等のため、採水作業が２日がかりになるものである。 

   ④試料持ち込み 

    委託者等が受託者の分析施設まで試料を持ち込む場合。 

    水試料以外に、土壌試料を持ち込む場合がある。 

４）採水等は、月～金曜日の日中作業を原則とする。 

５）採水量は調査社員と協議の上決定する。 

６）浸出水試料引取に関連し、２Ｌサンプル容器（ポリ瓶）が４本入るクーラーボック

スを通い箱として試料運搬に用いる。クーラーボックスは土壌貯蔵施設１現場に３

個必要なので、１７現場分として５１個用意すること。また必要数の２Ｌサンプル

容器（ポリ瓶）及びクーラーボックスに必要な保冷剤も用意すること。 
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７）想定される採水等の種別と回数を表-１に示す。 

 表-１ 採水等の種別と想定回数 

採⽔等の種別 ※想定回数 
① 試料引取 34回 
② 試料採⽔A（採⽔作業が1⽇で完了する場合） 5回 
③ 試料採⽔B（事前準備等のため、採⽔作業が2⽇がかりになる場合） 12回 

④ 試料持ち込み（受託者の分析施設まで持ち込む場合） 随時 

⑤ ⼟壌溶出量試験の前処理 1回 

⑥ ⼟壌含有量試験の前処理 1回 

⑦ 放射能分析⽤溶出液作成 1回 
※想定回数はその回数を保証するものではない。 

 

（２）分析項目等 

１）試料は速やかに分析を行い、結果をメール等により調査社員に報告すること。 

２）分析項目は表-２に示す項目の中から調査社員がその都度指示するものとする。 

３）表-１,２に記載が無い採水等又は分析が必要になった場合は、委託者･受託者間で

協議するものとする。 

４）分析項目と想定数量を表-２に示す。試料である水の種類に応じた分析項目は①～

④の通りである。 

①浸出水、処理水 ・・・排出基準項目等を想定 

②井戸水  ・・・地下水検査項目を想定 

③河川等の環境水 ・・・環境基準項目を想定 

④土壌  ・・・土壌溶出量基準、土壌含有量基準を想定（土壌汚染対策法関連） 

５）分析方法は試料である水の種類に応じて各基準毎（添付 1 参照）に国が定めた方法

によるものとするが、不明な時は調査社員に問い合わせ、その指示に従うこと。 

６）土壌汚染対策法に係る土壌溶出試験または土壌含有試験を行う場合は、委託者等が

受託者の分析施設まで土壌試料を持ち込み、受託者にて環境省告示 46 号又は環境

省告示 19 号に定めた溶出操作を行った後に検液を分析することとする。 

７）前項で持ち込む土壌は、電離則に定める放射性物質に該当しないことを事前に委託

者が確認した上で持ち込むものとする。 

８）放射能分析については、環境省「放射能濃度等測定方法ガイドライン（平成 25 年 3

月第 2 版）」及び、文部科学省「放射能測定法シリ－ズ」並びに原子力規制庁「ゲ

ルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー」に準拠し、ゲルマニウム

半導体測定装置を用いたγ線スペクトル分析により測定する。なお、測定にあたり

ろ過を伴う場合は、0.45μm のフィルターを用いてろ過を行う。 

 

  



3 

表-２ 分析項目と想定数量 

 
（注）想定数量はその数量を保証するものではない。 

想定数量 備考 想定数量 備考
１） pH 222 39） シアン化合物 70
２） 電気伝導率（EC） 164 40） 有機リン化合物 12
３） BOD 198 41） 鉛及びその化合物 211
４） 溶解性BOD 152 42） 六価クロム化合物 70
５） ATU-BOD 1 43） ヒ素及びその化合物 229
６） 溶解性ATU-BOD 1 44） ⽔銀化合物 211
７） COD(Mn) 189 45） ｱﾙｷﾙ⽔銀化合物 70
８） 溶解性COD(Mn) 152 46） ポリ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 70
９） SS 222 47） 第⼀種特定有害物質 70 ※の12項⽬⼀括

10） n-Hex(鉱油、動植物油) 24 48） ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

11） フェノール類 12 49） ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

12） 銅 12 50） ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 1 ※

13） 亜鉛 12 51） 四塩化炭素 1 ※

14） T-Fe 164 52） 1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 ※

15） 溶解性鉄 176 53） ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

16） T-Mn 152 54） 1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

17） 溶解性マンガン 176 55） 1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1 ※

18） クロム 12 56） ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 21

19） ⼤腸菌数 9
MF(ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙ
ﾀｰ)法(JIS K
0102-5)

57） 1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 ※

20） ⼤腸菌数 12
混釈平板法(S37
厚⽣省・建設省令
第1号)

58） 1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1 ※

21） 窒素 152 総和法 59） 1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 1 ※

22） 燐 152 60） ベンゼン 1 ※

23） DO 9 61） チウラム 70
24） TOC 186 62） シマジン 70
25） DOC 152 63） チオベンカルブ 70
26） ⽔温 1 64） ｾﾚﾝ及びその化合物 207
27） D-TN 1 65） ﾎｳ素及びその化合物 21
28） NH4

+-N 152 66） ﾌｯ素及びその化合物 21

29） NO2
--N 161 67） ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸

化合物及び硝酸化合物 12

30） NO3
--N 161 68） 1･4-ジオキサン 70

31） カリウム 152 69） 塩素イオン 166
32） ナトリウム 152 70） 炭酸⽔素イオン 154
33) マグネシウム 152 71） 酸化還元電位 1
34） カルシウム 152 72） 硫化物イオン 1
35） SO4 176 73） ダイオキシン類 44
36） 安定Cs 1 74） 炭酸イオン 154
37） 濁度 152 75） 放射性Cs（⽔検体） 1
38） ｶﾄﾞﾐｳﾑ化合物 229 76） 溶解性放射性Cs 1

77） 放射性Cs(除去⼟壌等) 1

分析項⽬ 分析項⽬
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５．業務体制 

（１）本業務の履行にあたっては、次に示す主任技術者を配置すること。 

１）主任技術者の業務 

業務遂行の技術上の管理を行うこと。 

なお、照査技術者とは兼務しないものとする。 

２）主任技術者の資格要件については、次のア、イの要件のいずれかを満たすものであ

ること。 

ア．環境水等の分析について 10 年以上の経験を有すること。 

イ．環境計量士（濃度関係）。 

 

（２）本業務の履行にあたっては、次に示す照査技術者を配置すること。 

１）照査技術者の業務 

採水･分析業務計画の照査、分析結果の内容についての技術上の照査を行うこと。 

なお、主任技術者とは兼務しないものとする。 

２）照査技術者の資格要件は、上記（１）に示す主任技術者の資格要件と同様とする。 

 

６．共通仕様書の適用 

本業務は、特記仕様書による他、「中間貯蔵に係る調査・研究業務共通仕様書（第 5.1 
版）」（令和 8 年 4 月）に基づき実施すること。 

 

７．業務用車両等 

採水及び引取時には帰還困難区域内への立ち入りが必要なため、実施に当たり業務用

車両を準備・登録し、業務期間内においていつでも採水等に使用できるように準備する

こと。 

業務用車両等の費用は採水等単価に含むものとする。 

 

８．特殊勤務手当 

帰還困難区域内での採水業務に対しては、特殊勤務手当を支給すること。なお、費用

については採水単価に含むものとする。 

引取業務については、特殊勤務手当の対象外とする。 

 

９．提出書類及び成果物 

（１）受託者は契約締結後、採水等及び分析の実施体制、実施要領、連絡体制（緊急時含

む）、安全管理計画（被ばく上限値、事前準備、被ばく管理、健康管理、交通安全対策

等）等を記載した業務計画書を策定し、調査社員に提出すること。 

分析結果は、その都度調査社員にメール等により速やかに提出すること。 

また、月次ごとに業務内容（採水又は引取者、採水又は引取場所、採水又は引取水量

等）をまとめて、提出すること。 

 

表-３ 提出図書類一覧 

No. 項 ⽬ 部数 提出期限 
１ 業務計画書 1 契約締結後 14 ⽇以内 
２ 分析結果速報（メール報告） １ その都度提出 
３ 業務内容報告書（⽉次報告） １ ⽉末ごとに提出（計量証明書も合わせて提出）する

こと 
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10．その他 

（１）受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書により難い事由が生じたとき

は、調査社員と速やかに協議し、その指示に従うこと。 

（２）採水等の一部で再委託を行う場合は書面により委託者の承諾を得ること。 

（３）本業務により提出する紙類・納入印刷物（付属ファイル等を含む）による成果品につ

いては、グリーン購入法に定められた基準を遵守すること。 
（４）本業務で使用する放射線測定器等（ＮａＩシンチレーション式サーベイメータ、ＧＭ

管式サーベイメータ、電子式個人線量計、高流量ダストサンプラ、粉じん計、電離箱式

サーベイメータ）については、機器の一覧（機器名、校正日、校正実施者、次回校正予

定等）と校正証明書（写し）を業務計画書に含めて提出すること。なお、業務期間中に

校正を行った機器については速やかに、その一覧と校正証明書（写し）を提出するこ

と。 

（５）中間貯蔵区域内にて熊が確認されているため、安全対策を講じること。なお、熊とみ

られる野生動物を目撃等した場合は、安全を確保し、警察に通報するとともに調査社員

に速やかに報告すること。 



 

 

中間貯蔵に係る調査・研究業務 

共通仕様書 

（第5.1版） 

令和 8年 4 月 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 
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第１章 総則 

１．１ 目的 

福島県内において除染等に伴って大量に発生した除去土壌等は、一定の期間、中

間貯蔵施設において安全に保管を行うこととしている。 

本共通仕様書は、中間貯蔵に係る調査・研究業務を実施するにあたって共通の事

項を定めるものである。 

 

１．２ 適用 

(1) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「JESCO」という。）が発注する中間貯

蔵に係る調査・研究業務の実施に関する共通的な仕様等を示し、契約図書の内

容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、

もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。 

(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められてい

る事項は、契約の履行を規定するものとする。設計図書の間に相違がある場合

の優先順位は、次の①から⑤の順番とし、これによりがたい場合は、調査社員

と協議する。 

①質問回答書 

②現場説明書 

③特記仕様書 

④図面 

⑤共通仕様書 

(3) 受託者は、信義に従って誠実に業務を履行し、調査社員の指示がない限り業務

を継続しなければならない。 

 

１．３ 用語の定義 

本共通仕様書に使用する用語は、次の定義に定めるもののほか、平成二十三年三

月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出

された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23 年法律

第 110 号）の定めるところによる。 

(1) ｢委託者」とは、JESCO の契約職をいう。 

(2) ｢受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しく

は会社その他の法人をいう。 

(3) ｢契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

(4) ｢設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び質問回答書をいう。 

(5) ｢仕様書」とは、共通仕様書、特記仕様書をいい、「特記仕様書」は共通仕様書

を補足し、業務の履行に関する明細又は業務に固有の技術的要求を定める図書

をいう。 

(6) ｢図面」とは、入札に際して委託者が示した設計図、委託者から変更又は追加

された設計図等をいう。 
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(7) ｢現場説明書」とは、業務の入札に参加する者に対して、委託者が当該業務の

契約条件等を説明した書類をいう。 

(8) ｢質問回答書」とは、共通仕様書、特記仕様書、図面及び現場説明書に関して、

質問受付時に入札参加者から所定の手続きを経て寄せられた質問書に対して

委託者が回答する書面をいう。 

(9) ｢調査社員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者に対する指示、

承諾又は協議の職務等を行う者で、委託者が定めた者をいう。 

(10)｢業務管理者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務

委託料の変更、業務委託料の請求及び受領並びに契約の解除に係る権限を除き、

契約に基づく受託者の一切の権限を履行することができる者で、受託者が定め

た者をいう。 

(11)｢主任技術者」とは、業務履行の技術上の管理を行う者で、受託者が定めた者を

いう。 

(12)｢照査技術者」とは、業務計画書及び成果物の内容の技術上の照査を行う者を

いう。 

(13)｢放射線管理責任者｣とは、作業員等の放射線管理を指揮監督する有資格者で、

受託者が定めた者をいう。 

(14)｢放射線業務従事者」とは、受託者の指示のもと、除染特別地域、汚染状況重点

調査地域等の場所で、個人の被ばく管理が必要な作業場所において、作業を実

施する者をいう。 

(15)｢同等の能力と経験を有する技術者」とは、業務に関する技術上の知識を有す

る者で、特記仕様書で規定する者又は委託者が承諾した者をいう。 

(16)｢検査」とは、契約図書に基づき検査社員が業務の完了若しくは既済部分又は

一部分の完了を確認することをいう。 

(17)｢検査社員」とは、業務の検査を行う者で、委託者が定めた者をいう。 

(18)｢指示」とは、調査社員が業務管理者に対し、業務の履行上必要な事項につい

て、書面によって示し、実施させることをいう。 

(19)｢協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、調査社員と業務管理者

が対等の立場で合議し、結論を得て書面に残すことをいう。 

(20)｢確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、そ

の内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 

(21)｢承諾」とは、業務管理者が調査社員に対し書面で申し出た事項について、調査

社員が書面により同意することをいう。 

(22)｢報告」とは、業務管理者が調査社員に対し、業務の状況又は結果について、書

面により知らせることをいう。 

(23)｢提出」とは、業務管理者が調査社員に対し、業務に関する書面又はその他の資

料を示して説明し、差し出すことをいう。 

(24)｢提示」とは、業務管理者が調査社員に対し、業務に関する書面又はその他の資

料を示して説明することをいう。 
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(25)｢書面」とは、印刷物等による伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は記

名したものをいう。なお、記名の場合は、担当者連絡先（部署名、責任者名、

担当者名、TEL、FAX、E-mail）を記載又は押印すること。 

(26)｢立会」とは、契約図書に示された項目について、調査社員が臨場し、その内容

について契約図書との整合を確かめることをいう。 

(27)｢打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために、調査社員と業務管理者

等が面談等により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。 

(28)｢申出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して、委託者に対し

て、書面をもって同意を求めることをいう。 

(29)｢質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 

(30)｢回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

(31)｢再委任等」とは、受託者が業務の履行に当たり、業務の一部を第三者に委任又

は委託することをいう。 

(32)｢業務期間」とは、業務を実施するための準備及び後片付け期間を含めた始期

日から終期日までの期間をいう。 

(33)｢業務着手」とは、業務のための準備作業に着手することをいう。 

 

第２章 業務の実施 

２．１ 業務の着手 

受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に

着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施の

ため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。 

 

２．２ 受託者の義務 

受託者は、契約の履行に当たり業務の意図及び目的を十分に理解したうえで業務

に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しな

ければならない。 

 

２．３ 調査社員 

(1) 委託者は、業務における調査社員（総括調査員、主任調査員及び調査員）を定

め、受託者に通知するものとする。 

(2) 調査社員は、契約の履行について委託者に代り監督し指示する権限を有するも

のであり、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等

の職務を行うものとする。 

(3) 調査社員がその権限を行使する場合は、書面により行うものとする。 

 ただし、緊急を要する場合、調査社員が受託者に対し口頭による指示等を行っ

た場合には、受託者はその指示に従うものとする。調査社員はその指示等を行

った後 7 日以内に書面で受託者にその内容を通知するものとする。 
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２．４ 業務管理者 

(1) 受託者は、業務管理者を 1 名選任し、その氏名その他必要な事項を委託者に通

知するものとする。また、変更した場合も同様とする。 

(2) 業務管理者は、業務に際しては、受託者の使用人等（再委任等先又はその代理

人若しくはその使用人その他これに準じる者を含む。）（以下、「受託者の使用

人等」という。）に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受託者の行うべき地

元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に遂行さ

れるように管理及び監督しなければならない。 

(3) 業務管理者と主任技術者は、これを兼ねることができるものとする。 

(4) 業務管理者は、日本語に堪能でなければならない。 

 

２．５ 主任技術者 

(1) 受託者は、業務における主任技術者を 1 名選任し、その氏名その他必要な事項

を委託者に通知するものとする。また、変更した場合も同様とする。なお、業

務の都合上、複数名配置する場合は、役割分担を明確にした上で全体を総括す

る者を主任技術者とし、それ以外を「副」として定め、委託者に通知するもの

とする。 

(2) 主任技術者は、特記仕様書に示す資格の保有者であり、業務の履行に当たって、

日本語に堪能でなければならない。 

(3) 主任技術者に委任できる権限は、契約図書に基づき業務履行の技術上の管理を

行うこととする。 

(4) 主任技術者は、調査社員が指示する場合には、関連する他の業務の受託者と十

分に協議のうえ相互に協力し、業務を履行しなければならない。 

 

２．６ 照査技術者 

(1) 受託者は、特記仕様書に定める場合には、その氏名その他必要な事項を委託者

に通知するものとする。なお、変更した場合も同様とする。 

(2) 照査技術者は、業務管理者及び主任技術者を兼ねることができないものとする。 

(3) 照査技術者は、特記仕様書に示す資格の保有者であり、業務の履行に当たって、

日本語に堪能でなければならない。 

 

２．７ 放射線管理責任者 

(1) 受託者は、特記仕様書に定める場合には、次の各号に掲げるすべての要件を満

たす者から放射線管理責任者を 1 名選任し、委託者に通知するものとする。 

①第1種放射線取扱主任者免状若しくは第2種放射線取扱主任者免状を有する

者又は次に掲げる専門教育機関等の講習を受けた者 

ｲ. 国立研究開発法人（旧独立行政法人）日本原子力研究開発機構が行う放

射線防護コース（旧：放射線防護基礎課程）、放射線安全管理コース（旧：

ラジオアイソトープコース）、放射線基礎課程、旧放射線管理コース、
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旧 RI・放射線初級コース、旧 RI・放射線上級コース 

ﾛ. 国立研究開発法人量子技術研究開発機構量子医学・医療部門（旧独立行

政法人放射線医学総合研究所）が行う放射線防護入門コース、放射線防

護のための管理・計測コース、放射線防護のための生命科学コース、放

射線規制に関する法令アドバンスコース（旧独立行政法人放射線医学総

合研究所が行った放射線防護課程、放射線影響・防護応用課程、放射線

影響・防護基礎課程、旧ライフサイエンス課程を含む。） 

ﾊ. 日本原子力発電株式会社が行う放射線管理入門コース、旧原子力発電所

の放射線管理員養成コース 

ﾆ. 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理計

測講座 

ﾎ. 原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習 

ﾍ. 厚生労働省委託「原発事故からの復旧・復興従事者の適正な放射線管理

指導事業」における「管理者教育」 

②放射線管理の実務経験が 1 年以上の者 

(2) 放射線管理責任者は、業務に係る放射線管理を統括し、現場における受託者の

使用人等の被ばく線量の測定、保護具類の着用などの放射線関係業務について

指導、支援を行うものとする。 

 

２．８ 業務管理者等に対する措置請求 

(1) 委託者は、業務管理者、主任技術者、照査技術者、受託者の使用人等が、業務

の実施につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を

明示した書面により、必要な措置を請求することができるものとする。 

(2) 受託者は、上記の請求があった場合は、当該請求に係る事項について必要な措

置を決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知する

ものとする。 

 

２．９ 提出書類 

(1) 受託者は、契約締結後に、委託者が指定した様式による契約履行上の書類を、

調査社員を経由して委託者に遅滞なく提出しなければならない。 

(2) 受託者が、委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者に

おいて定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合

は、これによる。 

 

２．10 打合せ及び記録等 

(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と調査社員は密接な連絡をと

り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都

度受託者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならない。 

(2) 業務着手時及び設計図書で定める時期において、主任技術者と調査社員は打合
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せを行うものとし、その結果について主任技術者が書面（打合せ記録簿）に記

録し相互に確認しなければならない。 

(3) 主任技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やか

に調査社員と協議するものとする。 

 

２．11 業務計画書 

(1) 受託者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査社員に提出しな

ければならない。 

(2) 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 

①業務概要 

②実施方針 

③実施内容 

④業務工程 

⑤業務管理者、主任技術者、照査技術者、放射線管理責任者の氏名、資格名、

資格取得年月日 

⑥業務実施体制 

⑦再委任等がある場合は、再委任等先の概要、担当する業務内容及び担当技術

者 

⑧打合せ計画 

⑨成果物の内容、部数 

⑩使用する主な図書及び基準 

⑪個人情報、機密情報の取り扱い 

⑫情報セキュリティの確保 

⑬安全管理計画（放射線管理含む） 

⑭連絡体制（緊急時含む） 

⑮その他調査社員が必要に応じて指定する事項 

(3) 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ

で、その都度調査社員に変更業務計画書を提出しなければならない。 

(4) 調査社員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料

を提出しなければならない。 

 

２．12 関係官公庁等への手続き等 

(1) 受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの

際に協力しなければならない。また受託者は、業務を実施するため、関係官公

庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。 

(2) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けた場合は、遅滞なくその旨を調査社員

に報告し協議するものとする。 
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２．13 調査に必要な手続き等（土地への立入り等） 

(1) 受託者は、屋外で行う業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る

場合は、調査社員及び関係者と十分な協議を保ち、業務が円滑に進捗するよう

に努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不

可能になった場合には、ただちに調査社員に報告し指示を受けなければならな

い。 

(2) 受託者は、業務の実施に当たり関係法令等に基づき必要な手続きが存する場合

は、当該手続きは受託者が責任をもって行うものとする。また、業務の実施に

伴い使用する用地の補償その他補償に係る費用は受託者の負担によるものと

する。 

 

２．14 立入りの手続き 

受託者は、調査のため、中間貯蔵施設区域に立入る場合は、所定の申請様式に必

要事項等を記載し、必要書類を添付のうえ調査社員に提出し身分証明書及び車両通

行証の交付を受け、立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。また、

業務完了等により不要となった身分証明書及び車両通行証は業務完了後直ちに調

査社員に返却するものとする。 

 

２．15 立入り範囲 

受託者は、調査社員が指定する場所以外には、立入らないものとする。ただし、

調査のため調査社員が指定する場所以外に立入らなければならない事由が生じた

場合には、事前に調査社員へ連絡し、指示を受けるものとする。  

 

２．16 特殊勤務手当等 

業務のうち帰還困難区域で作業する場合、その業務環境の特殊性に鑑み、労務単

価に加え、特殊勤務手当を支給する。 

(1) 帰還困難区域における屋外作業については、1 人 1 日当たり 6,600 円をそれぞ

れ支払うこととする。なお、1 日の作業時間が 4 時間に満たない場合には、手

当に 100 分の 60 を乗じた額とする。 

(2) 帰還困難区域における屋内作業については、1 人 1 日当たり 1,330 円をそれぞ

れ支払うこととする。 

(3) 特殊勤務手当は作業時間等に応じて支給額が異なることから精算変更を行う

ので、業務場所・業務内容・集積線量・手当の額等を管理できる特殊勤務手当

管理簿等の記録を提出すること。また、業務完了時に特殊勤務手当が適正に支

払われていることが確認できる賃金台帳等を提示すること。 

(4) 特殊勤務手当対象外の作業については、特記仕様書による。 

(5) 業務において作業環境が著しく異なる作業がある場合は、特殊勤務手当につい

て、委託者と受託者で別途協議するものとする。 

(6) 業務に必要な個人線量計等の備品、呼吸用保護具等の消耗品その他必要な物品
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は、受託者の負担とする。なお、防護服の着用が必要な場合は、受託者の負担

で準備すること。 

(7) 業務に伴って発生する廃棄物は、受託者が関係法令に基づき適正に処理するこ

ととし、その費用は受託者の負担とする。 

 

２．17 地域との協調 

(1) 受託者は、契約図書の定め又は調査社員の指示により受託者が行うべき地元関

係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、調査社員

に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

(2) 受託者は、業務の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件として

業務を実施する場合には、調査社員の指示するところにより、地元協議等に立

会うとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。 

(3) 受託者は、業務の実施にあたり法令、協定等を遵守し、地域との協調を保ち問

題が生じないよう注意を払うとともに、万一問題が生じた場合には、速やかに

調査社員に報告し、その指示を受けるものとする。 

 

２．18 環境物品等の調達 

受託者は、契約図書に基づいて業務実施中又は完了時に提出する紙類・納入印刷

物及び納入印刷物に付属する文具類（ファイル等）については、グリーン購入法（国

等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく基本方針の基準によるも

のとし、当該基準に適合した物品を調達し、使用したことを証する書類を業務完了

時に委託者に提出すること。 

なお、環境物品等の調達の推進に関する基本方針は環境省ホームページからダウ

ンロードできる。（資料名：環境物品等の調達の推進に関する基本方針（最新版））

また、資材、建設機械等の調達については、国土交通省ホームページからダウンロ

ードできる。（特定調達品目調達ガイドライン（案）（最新版）） 

 

２．19 業務の成果物 

(1) 受託者は、業務が完了した場合は、契約図書に示す成果物が契約図書に基づく

内容となっているかどうかについて確認し、確認したことを示す記録と成果物

を完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。 

(2) 受託者は、契約図書に定めがある場合又は調査社員の指示する場合で同意した

ときは、履行期間中においても成果物の部分引き渡しを行うものとする。 

 

２．20 関連法令及び条例等の遵守 

受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例、協定等を遵

守しなければならない。 
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２．21 検査等 

(1) 受託者は、委託者に対して業務の完了を完了届により通知する時までに、契約

図書により義務付けられた書類の整備をすべて完了し、調査社員に提出してお

かなければならない。 

(2) 調査社員は、業務の検査に当たっては、あらかじめ、業務管理者に対して検査

日を通知するものとする。その通知があった場合、受託者は、検査に必要な書

類や成果物等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及

び機材を準備し提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者

の負担とする。 

(3) 検査社員は、調査社員及び業務管理者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を

行うものとする。 

①業務の成果物の検査 

②業務管理状況の検査 

業務管理状況については、書類、記録及び写真等により行う。 

 

２．22 業務の再委任等 

(1) 受託者は、主たる業務を再委任等してはならない。 

(2) 受託者は、主たる業務以外を再委任等する場合には、あらかじめ委託者の承諾

を得なければならない。 

 

２．23 著作権等の扱い 

(1) 受託者は、成果物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 2 条第 1 項第 1 号に

規定する著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に

係る受託者の著作権（著作権法第 21 条から第 28 条に規定する権利をいう。）

を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。 

(2) 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の

内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。 

(3) 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、

既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 

(4) 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利

用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、

委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者

の承諾なく自由に改変することができる。 

(5) 受託者は、業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(6) 受託者は、成果物（業務を行う上で得られた記録を含む。）が著作物に該当す

るとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又

は複製し、又（5）にかかわらず、当該成果物の内容を公表することができる。 

(7) 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム（著作権法第

10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース
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(著作権法第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、

受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデ

ータベースを利用することができる。 

(8) 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき

保護されている第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている

ものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

２．24 守秘義務 

(1) 受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

(2) 受託者は、業務の結果（業務の過程において得られた記録等を含む。）を第三

者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託

者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

(3) 受託者は、業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を業務

計画書に記載される者以外には秘密とし、また、業務の遂行以外の目的に使用

してはならない。 

(4) 受託者は、業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を業務

の完了後においても第三者に漏らしてはならない。 

(5) 取り扱う情報は、業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委

託者の許可なく複製しないこと。 

(6) 受託者は、業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報につい

て、業務完了時に、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。 

(7) 受託者は、業務の遂行において貸与された情報の外部への漏えい若しくは目的

外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告

すること。 

 

２．25 個人情報の取り扱い 

(1) 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、契約による事務を処理するため

の個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報の保護に関する法律第 20 条の規定に基づき、個人情報の漏えい、

滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措

置を講じなければならない。 

(2) 受託者は、契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者

に知らせ、又は業務の遂行以外の目的に使用してはならない。契約が完了し、

又は解除された後においても同様とする。 

(3) 受託者は、契約による事務を処理するために個人情報を取得する場合は、あら

かじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利

用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなけ

ればならない。 

(4) 受託者は、調査社員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理
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するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供して

はならない。 

(5) 受託者は、調査社員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理

するために調査社員から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、

又は複製してはならない。 

(6) 受託者は、調査社員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理

するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱い

を伴う事務を再委任等してはならない。 

(7) 受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあるこ

とを知った場合は、速やかに調査社員に報告し、適切な措置を講じなければな

らない。なお、調査社員の指示があった場合はこれに従うものとする。また、

契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。 

(8) 受託者は、契約による事務を処理するために調査社員から貸与され、又は受託

者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、契約の完了後

又は解除後速やかに調査社員に返却し、又は引き渡さなければならない。ただ

し、調査社員が、廃棄又は消去など別の方法を指示した場合は、当該指示に従

うものとする。 

(9) 調査社員は、受託者における個人情報の管理の状況について、調査社員が必要

と認める場合は、受託者に対して報告を求め、確認することができるものとす

る。 

(10)受託者は、契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するな

ど管理体制を定めなければならない。 

(11)受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても契約による事務に関し

て知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は業務の遂行以外の

目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周

知しなければならない。 

 

２．26 情報セキュリティの確保 

(1) 受託者は、業務の開始時に、当該業務に係る情報セキュリティ対策とその実施

方法及び管理体制を定めなければならない。 

(2) 受託者は、委託者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の

格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、業務において

受託者が作成する情報については、調査社員の指示に応じて適切に取り扱うこ

と。 

(3) 調査社員は、情報セキュリティ対策について、調査社員が必要と認める場合は、

受託者に対して報告を求め、確認することができるものとする。 

(4) 受託者は、業務の完了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策の報告書を

提出すること。 
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第３章 安全等の確保 

３．１ 安全管理  

(1) 受託者は、業務及び交通等の安全に関する諸法令を遵守し、常に交通安全確保

をはじめとする業務の安全に留意し、災害の防止を図らなければならない。ま

た、そのために必要な教育や資質の確認を不断に行わなければならない。 

(2) 受託者は、労働災害及び一般公衆の迷惑となる事態が万一発生した場合は、そ

の被害を最小限度にとどめるよう最善を尽くすとともに、必ず調査社員へ報告

すること。 

(3) 受託者は、業務の実施にあたり安全管理計画書を策定し調査社員に提出し、こ

れに従い安全管理を実施するものとする。 

(4) 中間貯蔵施設区域での作業は、以下の各号に該当する準備を行うこと。 

①中間貯蔵施設区域においては、水道、電気、ガスなどのインフラが利用不可

能な場合もあることから、作業の実施に際しては、必要な準備を行うこと。 

②中間貯蔵施設区域においては、救急車、消防車その他緊急車両等の立入りが

制限される場合もあるため、事故や火災等の防止に努めるほか、緊急の事態

に対応できるよう、必要な準備を行うこと。 

(5) 受託者は、業務で使用する車両には、ドライブレコーダーを装備すること。 

(6) 受託者は、始業前点呼を行ない、作業員の体調確認（顔色、眠気の有無、応答

の声の調子等の確認）を行い作業に支障をきたすおそれがある者は作業させな

いこと。また、特に車の運転業務に携わる者については、法令に則り酒気帯び

の有無等を適切に確認すること。 

 

３．２ 電離放射線管理に関する事項 

(1) 受託者は、業務の実施にあたり次の規則及びガイドラインを遵守すること。 

①規則 

ｲ. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染

するための業務等に係る電離放射線障害防止規則（平成23年厚生労働省

令第152号） 

ﾛ. 電離放射線障害防止規則（昭和47年労働省令第41号） 

②ガイドライン 

ｲ. 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

（平成23年12月22日付け基発1222第6号） 

ﾛ. 特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラ

イン（平成24年6月15日付け基発0615第6号） 

ﾊ. 事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のため

のガイドライン（平成25年4月12日付け基発0412第2号） 

(2) 受託者は、上記 3.2（1）①ｲ、ﾛの放射線業務に関する以下の書類を提出するこ

と。 
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①1 日あたりの個人被ばく線量（ポケット線量計測定値） 

 日々の個人被ばく線量を毎日の作業終了後提出すること。またその線量の 1

か月間の集計値を提出すること。 

②一定期間の個人被ばく線量（ガラスバッジ、ポケット線量計等による評価値） 

 1 か月間、四半期間及び 1 年間の個人被ばく線量について、集計後速やかに

提出すること。 

③放射線業務従事者を「除染等業務従事者線量登録管理制度」に登録するため

に必要な書類 

 氏名、被ばく歴、生年月日、特殊健康診断実施期日（法令上必要な場合）、特

別教育実施期日等を記載した書類を、指定日までに提出すること。 

④中央登録センターへの定期線量登録及び記録の引き渡しに必要な書類 

 定期線量登録に必要な氏名、中央登録番号、生年月日、四半期被ばく線量等

を記載した所定の様式を四半期ごとに、線量等の引き渡しに必要な作業期間

中の被ばく線量等を記載した書類及び特殊健康診断結果の写しを提出する

こと。 

 

３．３ 中間貯蔵施設区域からの退域 

(1) 退域時は、従事者及び業務車両の汚染検査（スクリーニング）を行い、異常の

ないことを確認し、スクリーニング結果を調査社員へ報告すること。 

(2) スクリーニングは、表面汚染密度を測定できる GM 式サーベイメータを用いて

行うこと。 

(3) スクリーニングの結果、汚染が確認された場合は直ちに調査社員へ連絡しその

指示に従うこと。 

 

３．４ 作業災害の防止  

受託者は、作業中常に完全な安全装備（保護衣・保護具等）を常備し、これを必

要とする作業には、必ず作業員に着用させるものとする。 

 

３．５ 盗難及び災害の防止 

(1) 受託者は、業務の実施にあたり支給品を含む材料、機器、機材、設備等の盗難

及び災害防止のための管理を行うとともに、機器、設備等に損傷を与えるおそ

れがある場合は、安全処置を適切に行うものとする。 

 また、その他委託者が指示する措置を適切に行うものとする。 

(2) 受託者は、業務の実施にあたり委託者が貸与する材料、機器、機材、設備等の

善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。 

 

３．６ 事故・災害発生時の措置 

万一事故・災害が発生した場合には、発見者は自ら、あるいは業務管理者又は主

任技術者を通じて、直ちに調査社員に通報連絡を行うとともに、初期活動（人命救
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助を含む。）を行うこと。ただし、自らの安全確保を最優先とすること。 

 

３．７ 事故報告書 

受託者は、業務中に事故が発生した場合には、直ちに調査社員に通報するととも

に、調査社員が指示する様式で、指示する期日までに事故発生報告書を提出しなけ

ればならない。 

 

第４章 補則 

４．１ 補則 

この仕様書の記載事項の解釈に疑義を生じ、又は見解を異にする場合、もしくは

定めのない事項が生じた場合は、委託者と受託者の間で協議して決定するものとす

る。 

以上 

 



 

競争参加資格確認申請書 

 

                                                       令和  年  月  日 

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

   契約職取締役 永野 直樹   殿 

 

 

                                住    所   

                                商号又は名称 

                                代 表 者 氏 名                       

  

  令和7年12月25日付けで公告のありました中間貯蔵に係る浸出水等分析業務（令和８年

度）に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

 なお、発注説明書４の競争参加資格を満たしていること及び添付書類の内容については事実と

相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１．令和 07・08・09 年度に有効な全省庁統一資格（役務の提供等：営業品目「調査・研究」競

争参加地域：東北） の資格審査結果通知書の写し、又は令和 07・08・09 年度の同条件の

資格の申請中の申請書の写し。 
  

２．発注説明書の４ 競争参加資格⑨が確認できる書類を添付すること。 

①について「分析場所」が福島県内であることを証明する資料又は誓約書（書式なし） 

②について「計量証明事業登録証」の写し 

 

注）添付資料等は、競争参加資格確認申請書に添付し、１つの PDF にまとめる。 

 

※（参考までにお知らせください）  適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号[有] （T               ） 

（登録済の場合はTで始まる登録番号を記載）                     [無]  

（無しの場合は[有]に取り消し線を記載）  

担当者等連絡先（※本事項の記載により代表印省略可） 
部 署 名： 
責任者名： 
担当者名： 
Ｔ Ｅ Ｌ： 
Ｆ Ａ Ｘ： 
Ｅ-mail ： 
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